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株式会社ケーブルテレビジョン東京  

全社員が上級救命技能認定証取得を完了。 

 

株式会社ケーブルテレビジョン東京（以下、ＣＴＴ、本社：東京都港区、代

表取締役社長 小林茂俊）は、ＣＳＲ（企業の社会的責任）活動の一環として、

全社員３８名に東京消防庁の実施する上級救命講習の受講を義務付け、技能認

定証の取得を完了いたしました。ＣＴＴは、従来より外勤社員に対しては上級

救命講習の受講を義務化しておりましたが、より多くの社員が救命知識や救命

技能を習得することにより、更なる地域の安全で安心できるまちづくりに貢献

できることとなりました。 

 

■株式会社ケーブルテレビジョン東京の概要 

資本金：３６億円 

設 立：昭和６１年７月２４日 

開 局：平成元年４月１日 

所在地：東京都港区芝公園三丁目４番３０号 ３２芝公園ビル６Ｆ 

代表者：代表取締役社長 小林茂俊 

 事業内容：東京都港区および新宿区におけるケーブルテレビ事業、インター

ネット事業および電話事業。 

 

■上級救命講習の概要 

 心肺蘇生、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用方法、窒息の手当、止血方

法、傷病者管理、外傷の応急手当、搬送法等について知識確認、実技評価を

行い、一定レベルに達したと認められた者については、消防総監による上級

救命技能認定証（有効期間３年）が交付される。また、上級救命技能認定証

を取得した者は、同時に、自動体外式除細動器業務従事者となる。 

 

■本件に関する問い合わせ先 

 株式会社ケーブルテレビジョン東京 経営企画部 

 ＴＥＬ ０３－３４３２－００２２ 

 ＵＲＬ http://www.cabletv.co.jp/ 
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